
領収書（住宅購入 手付金、上棟、着工、中間金等の場合）

※手付金として支払った分の領収書等（以下のいずれか）を提出してください

※銀行振込などで領収書が発行されなかった場合は、不動産会社やハウスメーカーに発行して
もらうか、振込完了書等（控）を提出できますが、①支払者、②支払先、③金額、④日付が確
認できなければ受理できません。

・ハウスメーカー発行の領収書 ・振込利用明細票 ・振込受付書・振込完了書など
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